
豪雨被害に遭われた
農業者への支援策

アグリマイティー資金
（豪雨被害）

農業者の皆様へ

令和５年７月の豪雨による影響を受けられた農業者の方を対象にご利用
いただけます。（注）

当ＪＡの組合員（正組合員、准組合員）で、令和５年７月の
豪雨による被害を受けられた方。

秋田県農業信用基金協会

※４年目以降の金利は年１．０％となります。

農業生産にかかる農業用機械、農業用施設等の導入を目的と
した資金。また農業生産に係る運転資金。

令和６年３月３１日まで

資金使途

飯 島 支 店 ☎(018)845-1739 

秋田駅東支店 ☎(018)833-5030 

秋田県農協ビル支店 ☎(018)864-2541 

秋田厚生医療センター支店 ☎(018)845-1739 

 

新屋駅前支店 ☎(018)828-3254 

（飯島支店内） 

 

追 分 支 店 ☎(018)873-3111 

御野場支 店 ☎(018)839-2259 

雄 和 支 店 ☎(018)886-3111 

河 辺 支 店 ☎(018)882-2711 

矢 留 支 店 ☎(018)832-6618 

男 鹿 支 店 ☎(0185)25-3111 

北 浦 支 店 ☎(0185)25-3111 

 

天 王 支 店 ☎(018)878-2111 

若 美 支 店 ☎(0185)46-2211 

ローンセンター ☎(018)832-6674 

（男鹿支店内） 

2023.7

（保証料率 ０.５１％）

詳しくは各支店の融資担当まで、お気軽にご相談ください。

（注）お借入れには審査が必要です。審査結果によってはご希望に添えない場合もございます。

貸出実行期間

保証会社

※負債整理および生活関連事業は対象となりません。

事業費の１００％の範囲内

１０年以内（据置３年以内）

実質借入金利（借入日から最長３年間） 年０.０％

固定金利 年１．０％のところ
ＪＡからの利子補給により
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